
平成 17 年 11 月11 日 

各    位 

大 阪 市 

 

 

平成 18･19･20･21 年度工事請負入札参加資格審査等の取り扱いについて 

 

 

 大阪市は、これまで入札・契約の透明性、客観性、競争性の向上を図るために、さまざ

まな改正に取り組んできました。 

 今般、入札契約適正化法及び適正化指針に対応するとともに、大阪市入札等監視委員会

の意見等を踏まえ、入札参加資格審査要件並びに入札・契約制度についての改善を行うこ

とといたしました。実施内容は次のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１ 平成 18･19･20･21 年度工事請負入札参加資格審査について 

 

(1) 発注予定価格の改正について 

 発注予定価格は、別表 1のとおり改正します。 

 

(2) 格付要件としての特定建設業許可取得について 

 次の等級以上の格付には、特定建設業許可を取得していることを要件とします。 

土 木 工 事 Ｃランク以上 （8,000 万円以上） 

建 築 工 事 Ｃランク以上 （1億円以上） 

舗 装 工 事 Ｂランク以上 （8,000 万円以上） 

電 気 工 事 Ｂランク以上 （8,000 万円以上） 

給排水衛生冷暖房工事 Ｂランク以上 （8,000 万円以上） 

造 園 工 事 Ａランク以上 （3,500 万円以上） 

 

(3) 格付種目（土木、建築、舗装、電気、給排水衛生冷暖房、造園の各工事）登録にお 

ける希望順位制並びに種目数制限について 

 ① 格付種目について希望順位制を導入します。 

 ② 大阪市内に本店を有する業者については格付種目は 3種目に制限します。 

③ 大阪市内に本店を有しない業者については格付種目は 2種目に制限します。 

④ 電気工事、給排水衛生冷暖房工事、造園工事に登録する場合は、格付種目は 

当該種目のみに制限します。 
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 (4) 等級別格付に求める完成工事高の金額について（別表 2） 

 等級別格付にあたっては、総合数値とあわせて当該等級の発注予定価格の下限を満た

すことを要します。 

 ただし、平成 20年 6月承認時及び格付見直し時から適用し、それ以前の承認分につ

いては、当該等級の発注予定金額の下限の 70％とします。 

完成工事高については、次のうち最大のものとします。 

・ 申請時に提出のあった総合評定値通知書の完成工事高（「審査対象営業年度」、

「審査対象営業年度以前」）の欄の数字のいずれか大きいもの 

・ 審査基準日前 6年間における本市発注完成工事実績 

・ 審査基準日前 2年間における近畿府県官公庁発注完成工事実績 

  

(5) 優良工事表彰受彰者に対する主観点数の加点について（別表 3） 

大阪市優良工事表彰制度による受彰者については、受彰 1回につき 20 点加点しま

す。 

  

(6) 指名停止措置を受けた者に対する主観点数の減点について（別表 4） 

審査基準日前 2年間において指名停止措置を受けた期間の累積に応じて、10 点から

30 点の範囲で減点します。 

  

 (7) 資格制限措置を受けた者に対する主観点数の減点について（別表 5） 

審査基準日前 4年間において資格制限措置を受けた者について 30 点減点します。 

 

(8) 工事実績の評価対象の拡大について 

本市完成工事高実績について、随意契約も対象に含めます。（随意契約は契約単 

位毎） 

 

 (9) 主観点数の上限について 

   主観点数について、格付に使用する総合数値の 20％を超えない範囲とします。 

 

○ (1)～(8)の実施時期 平成 18･19･20･21 年度工事請負入札参加資格審査申請時から 

適用します。 

 ○ (9)の実施時期 平成 20年 6月承認時及び格付見直し時から適用します。 

 

 

 

 

 

2 



２ その他 

 

(1) 公募型指名競争入札対象工事の範囲拡大について 

 次のとおり、公募型指名競争入札対象工事の範囲を拡大します。 

 

 

    現 行 金 額 
平成 17 年 11 月 14 日

から 
平成 18 年 6 月から 平成 18 年 10 月から

  4 億 4,000 万円以上 2 億円以上 

 
土 木 

 （Ａランク） 
同 左 

（Ｂランク） 
同 左 

  6 億円以上 3 億円以上 

 
建 築 

 （Ｂランク） 
同 左 

（Ｂランク） 
同 左 

  1 億 2,500 万円以上 8,000 万円以上 

 
舗 装 

 （Ａランク） 
同 左 

（Ｂランク） 
同 左 

  4 億円以上 1 億 8,000 万円以上 8,000 万円以上 

 
電 気 

 （Ａランク） 
同 左 

（Ａランク） （Ｂランク） 

  4 億円以上 1 億 8,000 万円以上 8,000 万円以上 

 
給排水設備 

 （Ａランク） 
同 左 

（Ａランク） （Ｂランク） 

  3,700 万円以上 

 
造 園 

 （Ａランク） 
全  件 同 左 同 左 

  

 
橋 梁 

 
4 億円以上 全  件 同 左 同 左 

  

 
しゅんせつ 

 
4 億円以上 同 左 全  件 同 左 

  

 
管 更 生 

 
4 億円以上 同 左 全  件 同 左 

  

 
フ ェ ン ス 

 
4 億円以上 同 左 全  件 同 左 

  

 
そ の 他 

 
4 億円以上 同 左 2 億円以上 同 左 

 

 

3 



(2) 電子入札の適用範囲の拡大について 

 次のとおり、電子入札適用範囲のランクを拡大します。 

 

 

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

  

電子入札のみ 
電子・紙入札

 併  用
電子入札のみ 

電子・紙入札 

 併  用 
電子入札のみ 

土  木 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ＡＢＣＤ Ｅ 全  件 

海上土木 Ａ ＢＣＤＥ 全 件 － 全  件 

建  築 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ＡＢＣＤ Ｅ 全  件 

解  体 － － － 全 件 全  件 

舗  装 Ａ Ｂ Ｃ  ＡＢＣ Ｄ 全  件 

電  気 Ａ Ｂ Ｃ ＡＢＣ Ｄ 全  件 

給 排 水 Ａ Ｂ Ｃ ＡＢＣ Ｄ 全  件 

造  園 － 全 件 全 件 － 全  件 

管 更 生 － 1 億円以上 － 全 件 全  件 

電気通信 3 億円以上 5 千万円以上 5 千万円以上 全 件 全  件 

そ の 他 3 億円以上 1 億円以上 1 億円以上 全 件 全  件 

 

 ※大阪市の電子入札システムは、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)の電子入札コアシステムを元に作られてお

り、電子入札コアシステム対応認証局から発行された IC カード(電子証明書が格納)と IC カードリーダー【有料】

が必要となります。 

 

 

 (3) 入札参加資格要件としての技術者の確認について 

落札後に配置予定技術者を確認します。 

 

 ○ 実施時期 平成 18年 6月 1 日から適用します。 

 

 

問い合わせ先：財政局契約監理部審査課 ☎06-4395-7141～7147 
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別表 1 

    総合数値に対しての等級及び発注予定価格 

 

総合数値 発注予定価格 
工事 

種目 
等級 

  現行   現行 改正後 

A 1331  ～   4 億 4,000 万円以上 4 億円以上 

B 1141  ～ 1330  2 億 2,000 万円以上 4 億 4,000 万円未満 2 億円以上 4 億円未満 

C 1011  ～ 1140  8,800 万円以上  2 億 2,000 万円未満 8,000 万円以上  2 億円未満 

D 911  ～ 1010  3,300 万円以上 8,800 万円未満 3,000 万円以上 8,000 万円未満 

01 

E 0  ～ 910  3,300 万円未満 3,000 万円未満 

A 1331  ～   7 億 5,000 万円以上 7 億円以上 

B 1121  ～ 1330  3 億 3,000 万円以上  7 億 5,000 万円未満 3 億円以上  7 億円未満 

C 1051  ～ 1120  1 億 1,000 万円以上  3 億 3,000 万円未満 1 億円以上  3 億円未満 

D 911  ～ 1050  4,400 万円以上  1 億 1,000 万円未満 4,000 万円以上  1 億円未満 

02 

E 0  ～ 910  4,400 万円未満 4,000 万円未満 

A 1191  ～   1 億 2,500 万円以上 1 億 2,000 万円以上 

B 1041  ～ 1190  8,500 万円以上  1 億 2,500 万円未満 8,000 万円以上  1 億 2,000 万円未満 

C 901  ～ 1040  4,400 万円以上  8,500 万円未満 4,000 万円以上  8,000 万円未満 

03 

D 0  ～ 900  4,400 万円未満 4,000 万円未満 

A 1361  ～   1 億 8,000 万円以上 1 億 8,000 万円以上 

B 1151  ～ 1360  9,000 万円以上  1 億 8,000 万円未満 8,000 万円以上  1 億 8,000 万円未満 

C 951  ～ 1150  2,200 万円以上  9,000 万円未満 2,000 万円以上  8,000 万円未満 

04 

D 0  ～ 950  2,200 万円未満 2,000 万円未満 

A 1241  ～   1 億 8,000 万円以上 1 億 8,000 万円以上 

B 1091  ～ 1240  9,000 万円以上  1 億 8,000 万円未満 8,000 万円以上  1 億 8,000 万円未満 

C 941  ～ 1090  2,200 万円以上  9,000 万円未満 2,000 万円以上  8,000 万円未満 

05 

D 0  ～ 940  2,200 万円未満 2,000 万円未満 

A 1081  ～   3,700 万円以上  3,500 万円以上  

B 931  ～ 1080  1,600 万円以上  3,700 万円未満 1,500 万円以上  3,500 万円未満 06 

C 0  ～ 930  1,600 万円未満 1,500 万円未満 

工事種目  01＝土木工事 02＝建築工事 03＝舗装工事 04＝電気工事 05＝給排水衛生冷暖房工事 06＝造園工事 
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別表 2 

各等級別格付に求める完成工事高 

工事 

種目 
等級 総合数値 発注予定価格 

平成 20 年 1月 1 日 

以降の受付 

平成 19 年 12 月 31 日

以前の受付 

A 1331 ～   4 億円以上 4 億円以上 2 億 8,000 万円以上 

B 1141 ～ 1330 2 億円以上 4 億円未満 2 億円以上 1 億 4,000 万円以上 

C 1011 ～ 1140 8,000 万円以上  2 億円未満 8,000 万円以上 5,600 万円以上 

D 911 ～ 1010 3,000 万円以上 8,000 万円未満 3,000 万円以上 2,100 万円以上 

1 

E 0 ～ 910 3,000 万円未満 ー ー 

A 1331 ～   7 億円以上 7 億円以上 4 億 9,000 万円以上 

B 1121 ～ 1330 3 億円以上  7 億円未満 3 億円以上 2 億 1,000 万円以上 

C 1051 ～ 1120 1 億円以上  3 億円未満 1 億円以上 7,000 万円以上 

D 911 ～ 1050 4,000 万円以上  1 億円未満 4,000 万円以上 2,800 万円以上 

2 

E 0 ～ 910 4,000 万円未満 ー ー 

A 1191 ～   1 億 2,000 万円以上 1 億 2,000 万円以上 8,400 万円以上 

B 1041 ～ 1190 8,000 万円以上  1 億 2,000 万円未満 8,000 万円以上 5,600 万円以上 

C 901 ～ 1040 4,000 万円以上  8,000 万円未満 4,000 万円以上 2,800 万円以上 

3 

D 0 ～ 900 4,000 万円未満 ー ー 

A 1361 ～   1 億 8,000 万円以上 1 億 8,000 万円以上 1 億 2,600 万円以上 

B 1151 ～ 1360 8,000 万円以上  1 億 8,000 万円未満 8,000 万円以上 5,600 万円以上 

C 951 ～ 1150 2,000 万円以上  8,000 万円未満 2,000 万円以上 1,400 万円以上 

4 

D 0 ～ 950 2,000 万円未満 ー ー 

A 1241 ～   1 億 8,000 万円以上 1 億 8,000 万円以上 1 億 2,600 万円以上 

B 1091 ～ 1240 8,000 万円以上  1 億 8,000 万円未満 8,000 万円以上 5,600 万円以上 

C 941 ～ 1090 2,000 万円以上  8,000 万円未満 2,000 万円以上 1,400 万円以上 

5 

D 0 ～ 940 2,000 万円未満 ー ー 

A 1081 ～   3,500 万円以上  3,500 万円以上  2,450 万円以上  

B 931 ～ 1080 1,500 万円以上  3,500 万円未満 1,500 万円以上 1,050 万円以上 6 

C 0 ～ 930 1,500 万円未満 ー ー 

工事種目  01＝土木工事 02＝建築工事 03＝舗装工事 04＝電気工事 05＝給排水衛生冷暖房工事 06＝造園工事 
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別表 3 

 大阪市優良工事表彰   

表彰を受けた者 20 点 

 

 

別表 4 

指名停止措置   

審査基準日前 2 年間の指名停止期間の累積合計が 6 月以上 △30 点 

審査基準日前 2 年間の指名停止期間の累積合計が 3 月以上 6 月未満 △20 点 

審査基準日前 2 年間の指名停止期間の累積合計が 1 月以上 3 月未満 △10 点 

 

 

別表 5 

資格制限措置   

審査基準日前 4 年間に資格制限の始期がある △30 点 

 

 

 


